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信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

 

わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の中
長期的な成長を目指して運用を行います。 

 ●●株株式式のの組組入入比比率率はは高高位位をを保保つつここととをを基基本本ととししまますす。。  

 

企業のROE（自己資本利益率）に着目し、リサーチ(個別企業の調査分析)を
基に、アクティブに個別銘柄選択を行います。 

 ●●ボボトトムム・・アアッッププ・・アアププロローーチチ＊＊にによよりり財財務務体体質質、、技技術術力力、、競競争争力力等等のの観観点点かからら投投資資価価値値がが高高いいとと判判
断断さされれるる銘銘柄柄にに投投資資をを行行いいまますす。。  
＊ ボトム・アップ・アプローチとは、個別企業についての調査・分析を基にした個別銘柄選択によってポートフォリオを構築する

投資手法です。 

 

 
● ファンドの運用哲学 

■ファンドは、企企業業のの収収益益構構造造のの変変化化およびRROOEEのの成成長長率率に着目して銘柄の選択を行います。 
■収益性の向上を伴う利益成長ステージに入り、かつ株価の上昇が期待される企業に投資を行います。 

 
3 つの構造変化 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上記はイメージ図であり、実際の株価の状態を表すものではありません。 

 
 
 

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。 

ファンドの目的 

ファンドの特色 

RROOEE（（自自己己資資本本利利益益率率））ととはは  

企業の収益性を判断する指標の一つ。株主が投資した資本に対し、企業がどれだけの利益を上げたかを表します。 
株主の視点から経営の良し悪しを評価する指標であるともいえます。 

ROE（％）= ×100 
当期純利益 

自己資本（株主持分） 

ＲＯＥが低い 効率的な経営ができておらず、株主にとって魅力的な企業ではない 

一般的に 
ＲＯＥが高い 効率的な経営ができており、株主にとって魅力的な企業 

ファンドの目的・特色 

産産業業構構造造のの変変化化  企企業業構構造造のの変変化化  

経経済済構構造造のの変変化化  

RROOEE  
成成長長企企業業  ・M&Aなどの業界再編 

・グローバル化による競争激化 
・規制緩和によるビジネス機会 
・ネット社会の本格到来 
・コト消費 

・新技術や新製品による需要創造 
・事業の選択と集中による構造改革 
・海外展開加速による再成長 
・マネジメント交代による経営改革 
・適切な財政戦略と株主還元 

・内外の経済成長ステージ 
・人口動態 
・地政学 
・社会的な風潮や嗜好の変化 

RROOEE のの成成長長とと株株価価水水準準ののイイメメーージジ  

市
場
で
の
評
価
が
向
上 

（
株
価
水
準
の
上
昇
）

 

ROE の成長⇒収益性の向上

成長ステージに入り
評価の高まる 
可能性を追求 
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● ポートフォリオ構築プロセス 
 

■ファンドでは3つの構造変化に着目し、ファンダメンタルズからROEの成長を捉えることを目指します。 
■個別企業の調査分析に基づいた投資対象ユニバースを作成し、ボトム・アップ・アプローチによって

財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポートフォリオ構築プロセスは本書作成時点のものであり、今後変更となる場合があります。 

 

 

● ファンドの仕組み 
 

 
 

● 主な投資制限 
 

株式への投資割合 株式への投資割合には制限を設けません。 

外貨建資産への投資割合 外貨建資産への投資は行いません。 

 

● 分配方針 
 

毎決算時（年2回、2月および8月の各5日、休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。 
分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 
ただし、必ず分配を行うものではありません。 
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。 

  

申込金 

分配金・ 
解約金等 

損益 

投資 投
資
者 

ＲＯＥ日本株ファンド 

愛称：ＲＯＥ（ロエ） 

わが国の株式等 

SSTTEEPP  11  

わわがが国国のの  
金金融融商商品品  
取取引引所所  

上上場場株株式式  
  

（（約約33,,880000銘銘柄柄））  

投投資資対対象象  
ユユニニババーースス  

（（約約660000銘銘柄柄））  

ユユニニババーースス  
チチェェッッククリリスストト  
のの継継続続的的なな  
モモニニタタリリンンググ  

ボボトトムム  
アアッッププ  

リリササーーチチ  

ポポーートト  
フフォォリリオオ  

（（4400--8800銘銘柄柄））  

フファァンンドドママネネーージジャャーー  

●日々の調査分析活動
で発掘した投資価値
が高い銘柄 

アアナナリリスストトカカババレレッッジジ  

●インハウスアナリストが
カバーする銘柄 

定定量量ススククリリーーニニンンググ  

●ROEおよびPBRに着目
した、スクリーニング
システムによる評価 

SSTTEEPP  22  

●ROE の成長可能性が高く、かつ株価に
割高感のない調査候補銘柄の選出 

●運用部門の独自調査を中心にアナリスト
情報等を活用しながら銘柄を選択 
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フファァンンドドのの基基準準価価額額はは、、投投資資をを行行っってていいるる有有価価証証券券等等のの値値動動ききにによよるる影影響響をを受受けけまますすがが、、

ここれれららのの運運用用にによよるる損損益益はは全全てて投投資資者者にに帰帰属属ししまますす。。  

ししたたががいいままししてて、、フファァンンドドはは投投資資元元本本がが保保証証さされれてていいるるももののででははななくく、、基基準準価価額額のの下下落落にによよりり

損損失失をを被被りり、、投投資資元元本本をを割割りり込込むむここととががあありりまますす。。ななおお、、フファァンンドドはは預預貯貯金金ととはは異異ななりりまますす。。  

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。 
 

株価変動リスク 

株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映

して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該

企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。 

 
※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。 
 

 

○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 

○ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。 

○分配金に関する留意点 

・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その

金額相当分、基準価額は下がります。 

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払

われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、

分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場

合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

○大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場

環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリス

ク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する

要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。 
 

 

委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。 

また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適

正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっており

ます。 

なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施す

るとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管

理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。  

基準価額の変動要因 

その他の留意点 

リスクの管理体制 

投資リスク 
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≪参考情報≫ 
 
● 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 
 

  

  

(注)ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投
資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額及び

実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
 

※左のグラフの分配金再投資基準価額は、2018 年 3 月末の基準価額を起点として指数化したものです。 
※右のグラフは、2018 年 3 月から 2023 年 2 月の 5 年間の各月末における直近１年間騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な

資産クラスについて表示したものです。 
※右のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 
※上記の騰落率は 2023 年 2 月末から遡って算出した結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。 
○各資産クラスの指数 

日本株・・・・  東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 
先進国株・・・ MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） 
新興国株・・・ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 
日本国債・・・ NOMURA-BPI 国債 
先進国債・・・ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 
新興国債・・・ JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円ベース） 

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。 
※詳細は「指数に関して」をご参照ください。 

●●指指数数にに関関ししてて  
○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について 
東東証証株株価価指指数数（（TTOOPPIIXX））（（配配当当込込みみ））  

東証株価指数（TOPIX）とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出する株価指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークです。TOPIX に関する一切の知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研に帰属します。 

MMSSCCII ココククササイイ・・イインンデデッッククスス（（配配当当込込みみ、、円円ベベーースス））  
MSCI コクサイ・インデックスは MSCI が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国の株式市場の動きを捉える指数です。同指数に関する著作権、
知的財産権その他の一切の権利は MSCI に帰属します。 

MMSSCCII エエママーージジンンググ・・ママーーケケッットト・・イインンデデッッククスス（（配配当当込込みみ、、円円ベベーースス））  
MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI が開発した新興国の株式市場の動きを捉える株価指数です。同指数に関する著作権、知的
財産権その他の一切の権利は MSCI に帰属します。 

NNOOMMUURRAA--BBPPII 国国債債  
NOMURA-BPI 国債は、、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本で発行されている公募利付
国債の市場全体を表す投資収益指数です。その知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、対象インデックスを用いて行われる T&Dアセットマネジメント株式会社の
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 

FFTTSSEE 世世界界国国債債イインンデデッッククスス（（除除くく日日本本、、円円ベベーースス））  
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income 
LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供の
みを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら
責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。 

JJPP モモルルガガンン GGBBII--EEMM ググロローーババルル・・デディィババーーシシフファァイイドド（（円円ベベーースス））  
JPモルガンGBI-EM グローバル・ディバーシファイドは、JPモルガン社が算出し公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成
されている指数です。同指数の著作権は JP モルガン社に帰属します。 
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2023年2月 0円 

2022年8月 0円 

2022年2月 0円 

2021年8月 300円 

2021年2月 2,100円 

設定来累計 7,600円 
 

※分配金再投資基準価額は収益分配金（税引前）を再投資したものとみなして計算したものです。 
※基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値です。 
 

 

●●  組組入入上上位位銘銘柄柄  

銘柄名（銘柄数68） 業種 比率 

伊藤忠商事 卸売業 3.8% 

ソニーグループ 電気機器 3.4% 

日本電信電話 情報・通信業 3.1% 

三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.7% 

ダイキン工業 機械 2.6% 

ＳＭＣ 機械 2.6% 

日立製作所 電気機器 2.6% 

三菱商事 卸売業 2.3% 

キーエンス 電気機器 2.2% 

信越化学工業 化学 2.2% 
 

●●  投投資資比比率率  

株式 96.8% 

現金・預金等 3.2% 

合合  計計  110000..00%%  
※比率は、表示桁数未満を四捨五入しているため、合計の 

数値が必ずしも100とはなりません。 
 

●●  組組入入上上位位業業種種  

業種 比率 

電気機器 15.9% 

機械 8.9% 

卸売業 8.7% 

サービス業 8.0% 

情報・通信業 7.9% 
 

 

 

 
 
※ファンドの収益率は分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。 
※ファンドにはベンチマークはありません。 
※2014年は設定日（3月28日）から年末まで、2023年は年初から2月末までの収益率を表示しています。 
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10.9%
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29.7%
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-16.1%

2020年

25.9%

2019年

15.2%

2023年

2.5%

基準価額・純資産の推移 分配の推移（1万口当たり、税引前） 

主要な資産の状況 

年間収益率の推移（暦年ベース） 

◆運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 

◆最新の運用状況は委託会社のホームページでご覧いただけます。 

運用実績 

2023年2月28日現在
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購 入 単 位 
販売会社が定める単位 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

購 入 価 額 購入申込受付日の基準価額 

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 

換 金 単 位 販売会社が定める単位 

換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額 

換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 

申 込 締 切 時 間 原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 

購 入 の 申 込 期 間 2023年4月28日から2024年1月26日まで 

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。 

購 入 ・ 換 金 

申 込 受 付 の 

中止および取消し 

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すこと

があります。 

信 託 期 間 2024年2月5日まで（2014年3月28日設定） 

繰 上 償 還 
受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場

合等には、繰上償還となる場合があります。 

決 算 日 2月および8月の各5日（休業日の場合は翌営業日）。 

収 益 分 配 
年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 

販売会社との契約によっては税引後無手数料で再投資が可能です。 

信 託 金 の 限 度 額 1,000億円 

公 告 
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホーム

ページ（https://www.tdasset.co.jp/）に掲載します。 

運 用 報 告 書 
毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交

付します。 

課 税 関 係 
課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課

税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除の適用が可能です。 
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● ファンドの費用 

投資者が直接的に負担する費用 

購入時手数料 

購入価額に、3.30％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。 

詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

運用管理費用

（ 信 託 報 酬 ） 

毎日、ファンドの純資産総額に年1.694％（税抜1.54％）の率を乗じて得た額とします。 

ファンドの運用管理費用（信託報酬）は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。な

お、毎計算期末または償還時にファンドから支払われます。 

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 

[運用管理費用（信託報酬）の配分］ （年率・税抜） 

支払先 信託報酬率 対価の内容 

委託会社 0.80％ 委託した資金の運用等の対価 

販売会社 0.70％ 
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の

送付、口座内でのファンドの管理等の対価 

受託会社 0.04％ 
運用財産の保管および管理、委託会社からの

指図の実行等の対価 

そ の 他 の 

費 用 ・ 手 数 料 

・信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。 

・証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。 
これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等
を示すことができません。 

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

● 税金 
・税金は表に記載の時期に適用されます。 

・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期 項 目 税 金 

分配時 所得税および地方税 
配当所得として課税 
普通分配金に対して20.315％ 

換金（解約）時 
および償還時 

所得税および地方税 
譲渡所得として課税 
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ 

・少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合 
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。 
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。 
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

・外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 
・法人の場合は上記とは異なります。 
・税金の取扱いについては、2023年2月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 
詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

ファンドの費用・税金


	表紙（投資信託説明書（目論見書）） 
	表紙（投資信託説明書（交付目論見書））
	ファンドの目的・特色
	投資リスク
	運用実績
	手続・手数料等




